
   

ことのは表彰概要 

 

１ 主催 

 島根県・青少年育成島根県民会議 

 

２ 協賛企業 

優秀作品の副賞を提供する協賛企業を募集すること。契約締結後、協議の上決定する。 

（参考）第２３回（令和６年度）ことのは表彰協賛企業 

ＪＡしまね、（株）ＪＡアグリ島根、カナツ技建工業（株）、中浦食品（株）、（株）たなべた

たらの里、木次乳業（有）、（株）出雲たかはし、（株）ツルハグループドラッグ＆ファーマシ

ー西日本、（株）O.R.C 

 

３ 表彰部門  

（１）一般の部 （２）こっころの部（１８歳以下の方） （３）団体の部 

 ※上記とは別に「エピソード募集」（過去作品を観た感想など）を行うこと。 

 

４ 作品応募期間 

契約締結後、協議の上決定する。 

（参考）第２３回（令和６年度）ことのは表彰応募期間 

   令和６年５月２７日（月）～令和６年１０月１３日（日） 

 

５ 業務スケジュール及び入賞作品選定手順 

（１）業務スケジュール 

契約締結後、協議の上決定する。 

（参考）第２３回（令和６年度）ことのは表彰スケジュール 

5/27～10/13：作品募集（ＳＮＳ広告、チラシ配布、公募雑誌掲載、ﾊﾟﾌﾞﾘｼﾃｨ、県 HP等） 

10/14～11/ 2：受託事業者集計 

11/ 3～11/17：一次審査（各審査委員による個別審査）、受託事業者集計 

12/ 2：二次審査（審査会開催（集合審査）、一次審査選定作品から入賞作品選定） 

12/16：知事賞、会長賞選定（二次審査選定作品の中から県知事賞、青少年育成島根 

県民会議会長賞を選定） 

2/26：入賞作品公表 

3/ 1：表彰式 

（２）入賞作品選定方法 

審査委員会を設置して審査を行う。 

（参考）第２３回（令和６年度）入賞作品選定方法は、別添のとおり 

 

６ 表彰内容 

（１）作品賞 

 
受賞者数 賞金額※ 

（単位：円） 

賞金額計 

（単位：円）  一般の部 こっころの部 

知事賞 ２点 １点 １点 20,000 40,000 

会長賞 ２点 １点 １点 10,000 20,000 

優良賞 １０点 ５点 ５点 5,000 50,000 

別紙１ 



   

こっころ賞 １０点 ５点 ５点   

計 ２４点 １２点 １２点  110,000 

※こっころの部受賞者には、賞金額相当の図書カードを贈呈 

（参考）第２３回（令和６年度）ことのは表彰賞金等の内容 

○県知事賞        賞金（２万円※）、副賞（ＪＡしまね提供（しまね和牛）） 

○県民会議会長賞  賞金（１万円※）、副賞（ＪＡしまね提供（しまね和牛）） 

○優良賞        賞金（５千円※）、副賞（（株）ＪＡアグリ島根提供（島根米）） 

○こっころ賞       賞金なし、副賞（たなべたたらの里（ご招待券）、木次乳業（アイスクリ

ーム）、中浦食品（洋風まんじゅう）、出雲たかはし（山陰拉麺セット）、

O.R.C（ジビエ肉セット）） 

 

（２）団体賞 ２団体 

（参考）第２３回（令和６年度）ことのは表彰賞金等の内容 

○賞金（１万円）、副賞（（株）ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本（生活商品）） 

※団体賞は、「作品」だけではなく、「ことのは表彰への取組み」も審査の対象とする。 

（例）「ことのは」の作品づくり及び子育てや家族への関心を高める取組みの創意工夫など 

 

（３）参加賞 １００名 

（参考）第２３回（令和６年度）ことのは表彰賞金等の内容 

  ○図書カード５００円分（カナツ技建工業（株）） 

 

（４）表彰式 

表彰式を実施（知事賞、会長賞、団体賞の受賞者が出席） 

 

７ その他 

（１）入賞者に対して次の事項を確認する。 

・作品が自作、未発表、未投稿であること 

・島根県及び青少年育成島根県民会議へ著作権を移譲すること 

（２）入賞作品は、島根県及び青少年育成島根県民会議が了解した広報・啓発事業等で活用する。 



   

【参考】 ○過去の応募状況 

 

第１回 

（平成 14年度） 

 

応募総数 

 

７,１４９点（一般の部 ６,４９０点、ジュニアの部  ６５９点） 

応募期間 平成１５年１月１７日～平成１５年２月２１日 

 

第２回 

（平成 15年度） 

 

応募総数 

 

５,５６０点（一般の部 ４,８２７点、ジュニアの部  ７３３点） 

応募期間 平成１５年１２月１日～平成１６年１月８日 

 

第３回 

（平成 16年度） 

 

応募総数 

 

６,２２７点（一般の部 ５,３８４点、ジュニアの部  ８４３点） 

応募期間 平成１６年１１月１日～平成１７年１月２０日 

 

第４回 

（平成 17年度） 

 

応募総数 

 

７,８００点（一般の部 ７,０３１点、ジュニアの部  ７６９点） 

応募期間 平成１７年１１月１日～平成１８年１月２０日 

 

第５回 

（平成 18年度） 

 

応募総数 

 

６,０６６点（一般の部 ５,１４６点、ジュニアの部  ９２０点） 

応募期間 平成１８年１１月１日～平成１９年１月１９日 

 

第６回 

（平成 19年度） 

 

応募総数 

 

５,６０２点（一般の部 ４,８１３点、ジュニアの部  ７８９点） 

応募期間 平成１９年１１月１日～平成２０年１月１８日 

 

第７回 

（平成 20年度） 

 

応募総数 

 

７,８０７点（一般の部 ５,８２５点、ジュニアの部 １,９８２点） 

応募期間 平成２０年１１月１日～平成２１年１月１６日 

 

第８回 

（平成 21年度） 

 

応募総数 

 

４,０９３点（一般の部 ２,８１３点、ジュニアの部 １,２８０点） 

応募期間 平成２１年７月１８日～平成２１年１０月１日 

 

第９回 

（平成 22年度） 

 

応募総数 

 

３,９６３点（一般の部 ２,６６９点、ジュニアの部 １,２９４点） 

応募期間 平成２２年７月１日～平成２２年１０月１日 

 

第１０回 

（平成 23年度） 

 

応募総数 

 

６,３２９点（一般の部 ４,６３１点、ジュニアの部 1,６９８点） 

応募期間 平成２３年７月１日～平成２３年１０月１４日 

 

第１１回 

（平成 24年度） 

 

応募総数 

 

４,３７０点（一般の部 ３,０１６点、こっころの部 １,３５４点） 

応募期間 平成２４年７月２日～平成２４年１０月１日 

 

第１２回 

（平成 25年度） 

 

応募総数 

 

４,３１７点（一般の部 ３,１５５点、こっころの部 １,１６２点） 

応募期間 平成２５年７月１日～平成２５年９月３０日 

 

第１３回 

（平成 26年度） 

 

応募総数 

 

３,９３６点（一般の部 ３,０７４点、こっころの部  ８６２点） 

応募期間 平成２６年７月１日～平成２６年９月３０日 

 

第１４回 

（平成 27年度） 

 

応募総数 

 

２,２８９点（一般の部 １,５７８点、こっころの部  ７１１点） 

応募期間 平成２７年７月１日～平成２７年９月３０日 

 

第１５回 

（平成 28年度） 

 

応募総数 

 

２,１３５点（一般の部 １,４６７点、こっころの部  ６６８点） 

応募期間 平成２８年７月１日～平成２８年９月３０日 

 

第１６回 

（平成 29年度） 

 

応募総数 

 

２,４６１点（一般の部 １,８１４点、こっころの部  ６４７点） 

応募期間 平成２９年６月１９日～平成２９年１０月１０日 



   

 

第１７回 

（平成 30年度） 

 

応募総数 

 

４,７３９点（一般の部 ３,９０２点、こっころの部  ８３７点） 

応募期間 平成３０年７月２３日～平成３０年１１月１６日 

 

第１８回 

（令和元年度） 

 

応募総数 

 

３,４４４点（一般の部 ２,６２１点、こっころの部  ８２３点） 

応募期間 令和元年７月２３日～令和元年１１月１０日 

 

第１９回 

（令和２年度） 

 

応募総数 

 

３,０５１点（一般の部 ２,２７７点、こっころの部  ７７４点） 

応募期間 令和２年６月１日～令和２年１０月１９日 

 

第２０回 

（令和３年度） 

 

応募総数 

 

４,４８４点（一般の部 ３,３７７点、こっころの部 １,１０７点） 

応募期間 令和３年６月８日～令和３年１０月３１日 

 

第２１回 

（令和４年度） 

 

応募総数 

 

５,８３５点（一般の部 ４,３３６点、こっころの部 １,４９９点） 

応募期間 令和４年７月２０日～令和４年１１月１１日 

 

第２２回 

（令和５年度） 

 

応募総数 

 

４,８８２点（一般の部 ３,５５６点、こっころの部 １,３２６点） 

応募期間 令和５年５月２９日～令和５年１０月１３日 

 

第２３回 

（令和６年度） 

 

応募総数 

 

３，８１０点（一般の部 ３,１９７点、こっころの部  ６１３点） 

応募期間 令和６年５月２７日～令和６年１０月１３日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

（別添１） 

入賞作品選定方法 

 

 

１ 一次審査（各審査委員による選定（個別審査）） 

〈作品賞〉 

・応募のあった作品を各審査委員は、振り分けられた作品リスト（順不同で記載）から、部門ごと

に定められた作品数に基づき選定。なお、部門ごとの作品数は次のとおり。 

 

選定作品数 

一般の部 こっころの部 

１２作品 １２作品 

 

〈団体賞〉 

・各審査委員は、それぞれの団体から団体代表作品として推薦された５作品を比較するとともに、

団体の取り組み内容も審査の上、優れていると考える団体を２団体選定する。 

 

２ 二次審査（集合審査） 

〈作品賞〉 

・一次審査で選定された作品から、入賞候補を選定する。なお、部門・賞ごとの入賞作品点数は、

次のとおり。 

 

 

区分 

 

入賞候補作品数 

（※入賞作品数と同数を選定する） 

一般の部 こっころの部 

優良賞  ７作品  ７作品 

こっころ賞  ５作品  ５作品 

計 １２作品 １２作品 

 

〈団体賞〉 

・一次審査で選出された団体から、入賞候補を２団体選定する。 

 

３ 知事賞・会長賞の決定 

 主催者である島根県、青少年育成島根県民会議において、下記のとおり決定する。 

 

・知事賞・・・二次審査で選定された優良賞の中から知事が決定する。 

・会長賞・・・知事賞作品を除く優良賞の中から会長が決定する。 

（それぞれ、一般の部１点、こっころの部１点を決定） 

 


